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の
者
に
対
す
る
給
与
と
し
て

所
得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

他
の
参
加
者
に
つ
い
て

は
、
現
金
支
給
は
な
い
の
で

給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
二
）
自
己
都
合
に
よ
り
参

加
し
な
い
場
合

不
参
加
者
に
つ
い
て
は
、

（
一
）
の
場
合
と
同
様
で
す
。

た
だ
し
、
参
加
者
に
対
し
て

も
、
現
金
支
給
を
受
け
て
い

ま
せ
ん
が
、
そ
の
旅
費
相
当

額
が
給
与
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
、
所
得
税
が
課
税
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は

自
己
都
合
の
不
参
加
者
に
対

し
て
ま
で
金
銭
を
支
給
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
旅
行

に
参
加
す
る
か
又
は
参
加
し

な
い
で
金
銭
の
支
給
を
受
け

る
か
は
従
業
員
が
選
択
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
場
合
に
は
参
加
不
参
加
に

関
わ
ら
ず
、
旅
費
相
当
額
に

つ
い
て
一
律
に
従
業
員
に
対

す
る
経
済
的
利
益
の
供
与
が

あ
っ
た
も
の
と
し
て
所
得
税

を
課
税
す
る
と
い
う
趣
旨
か

ら
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。こ

の
よ
う
に
不
参
加
者
に

対
す
る
金
銭
の
支
給
に
つ
い

て
は
そ
の
不
参
加
の
理
由
が

業
務
上
の
都
合
な
の
か
自
己

都
合
（
参
加
不
参
加
の
選
択

が
可
能
）
な
の
か
に
よ
っ
て

参
加
者
に
対
す
る
課
税
関
係

ま
で
影
響
し
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

地
に
お
け
る
滞
在
日
数
に
よ

る
。）
以
内
の
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
ロ
）
そ
の
旅
行
に
参
加
す

る
従
業
員
等
の
数
が
全
従
業

員
等
（
工
場
、
支
店
等
で
行

う
場
合
に
は
、
そ
の
工
場
、

支
店
等
の
従
業
員
等
）
の
五

〇
％
以
上
で
あ
る
こ
と

不
参
加
者
が
い
る
場
合
の
、

そ
の
者
に
現
金
で
支
給
す
る

旅
費
相
当
額
に
つ
い
て
の
取

扱
い
は
、
そ
の
旅
行
に
参
加

し
な
い
理
由
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
。
本
問
は
次
の
（
一
）

に
該
当
し
ま
す
。

（
一
）
業
務
上
の
都
合
に
よ

り
参
加
で
き
な
い
場
合

そ
の
不
参
加
者
に
対
し
て

支
給
す
る
旅
費
相
当
額
は
そ

社
員
旅
行
に
か
か
る

費
用
の
課
税
上
の
取
扱
い

会
社
が
負
担
す
る

社
員
旅
行
に
か
か
る

費
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
要

件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
福

利
厚
生
費
と
し
て
損
金
の
額

に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
イ
）
そ
の
旅
行
に
要
す
る

期
間
が
四
泊
五
日
（
目
的
地

が
海
外
の
場
合
に
は
、
目
的

答

当
社
で
は
、
従

業
員
の
慰
安
と
親

睦
を
兼
ね
て
毎
年
一
回
、

社
員
旅
行
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
今
年
は
二
泊
三
日

の
日
程
で
、
グ
ア
ム
に
行

く
予
定
で
す
。
旅
行
代
金

は
全
額
当
社
が
負
担
し
ま

す
。
全
員
参
加
が
原
則
で

す
が
、
業
務
の
都
合
上
、

参
加
で
き
な
い
も
の
が
数

名
お
り
ま
す
。
そ
の
数
名

の
従
業
員
に
対
し
て
、
旅

費
相
当
額
を
現
金
で
支
給

し
よ
う
と
思
い
ま
す
が
、

こ
の
場
合
、
課
税
上
ど
の

よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す

か
。
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土
地
取
引
が
急
減
し
、
景
気
悪
化

の
一
因
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

景
気
回
復
期
間
中
に
土
地
需
要
を
喚

起
す
る
た
め
の
特
別
措
置
と
し
て
次

の
二
つ
の
制
度
が
平
成
二
十
一
年
度

税
制
改
正
で
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

１

長
期
譲
渡
所
得
の
一
千
万
円

特
別
控
除

個
人
が
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一

日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
取
得
を
し
た
国
内

に
あ
る
土
地
等
で
、
そ
の
年
一
月
一

日
に
お
い
て
所
有
期
間
が
五
年
を
超

え
る
も
の
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
年
中
の
当
該
譲
渡
に
係
る
譲
渡

所
得
の
金
額
か
ら
一
千
万
円
（
当
該

譲
渡
所
得
の
金
額
が
一
千
万
円
に
満

た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
所
得

の
金
額
）
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
図
表
１
に
示
す
よ
う
に

平
成
二
十
一
年
九
月
に
三
千
万
円
で

取
得
し
た
土
地
を
五
年
を
超
え
て
所

有
し
た
後
、
二
十
七
年
二
月
に
四
千

万
円
で
譲
渡
し
た
と
す
れ
ば
、
一
千

万
円
の
譲
渡
益
が
発
生
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
今
回
の
措
置
に
よ
り
、

特
別
控
除
一
千
万
円
が
控
除
さ
れ
、

譲
渡
所
得
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
の
場
合
、
譲
渡
所
得
が
生
じ
な

い
と
し
て
も
、
所
得
税
確
定
申
告
書

に
そ
の
旨
の
記
載
及
び
証
明
書
類
の

添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
法
人
に
つ
い
て
も
、
同
様

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

土
地
等
が
棚
卸
資
産
で
あ
る
場
合
に

は
、
特
例
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

9月号 2

景気回復期間 



２

先
行
取
得
を
し
た
場
合
の

課
税
の
特
例

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

の
期
間
内
に
土
地
等
を
取
得
し
た
法

人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
土
地
等
の
取

得
価
額
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
取
得

の
日
を
含
む
事
業
年
度
終
了
の
日
後

十
年
以
内
に
他
の
土
地
等
を
売
却
し

て
譲
渡
益
が
発
生
し
て
も
、
譲
渡
益

の
八
〇
％
（
平
成
二
十
二
年
に
取
得

し
た
土
地
等
の
み
の
場
合
に
つ
い
て

は
六
〇
％
）
を
取
得
価
額
か
ら
減
額

す
る
こ
と
で
圧
縮
記
帳
し
、
課
税
を

繰
り
延
べ
る
こ
と
が
で
き
る
特
例
制

度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
特
例
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、

取
得
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
確
定

申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
こ
の
特

例
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
届
出
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

個
人
事
業
者
に
つ
い
て
も
同
様
の

措
置
が
手
当
て
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

個
人
事
業
者
・
法
人
と
も
土
地
が
棚

卸
資
産
で
あ
る
場
合
に
は
、
特
例
の

適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
設
例
・
図
表
２
の
解
説
】

平
成
二
十
五
年
度
の
Ｂ
土
地
譲
渡

益
二
〇
億
円
は
、
四
億
円
に
圧
縮
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

課
税
の
繰
り
延
べ
で
す
か
ら
、
Ａ
土

地
を
売
却
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
時

点
で
繰
り
延
べ
さ
れ
た
譲
渡
益
に
対

し
て
課
税
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

も
し
、
平
成
三
十
年
に
Ａ
土
地
を

購
入
時
と
同
じ
二
五
億
円
で
売
却
し

た
と
す
れ
ば
、
Ａ
土
地
の
税
務
上
の

帳
簿
価
額
は
圧
縮
後
の
九
億
円
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
一
六
億
円
の
譲
渡

益
が
発
生
し
ま
す
。

な
お
、
圧
縮
記
帳
の
方
法
と
し
て

は
、
①
帳
簿
価
額
を
損
金
経
理
に
よ

っ
て
減
額
す
る
方
法
と
、
②
帳
簿
価

額
を
減
額
す
る
こ
と
に
代
え
て
積
立

金
と
し
て
積
み
立
て
る
方
法
、
の
い

ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

3 9月号

設　例

甲社（10月決算法人）
・平成21年7月にA土地取得…取得価額25億円
・平成21年10月期の申告書提出期限（平成21年12月末日）までに、
特例の適用を受ける旨の届出書を提出

・平成25年5月にB土地（帳簿価額10億円）を売却…売却価額30億円（譲渡費用0円）
・平成25年10月期におけるB土地の譲渡益…30億円－10億円＝20億円
・圧縮限度額…20億円×80％＝16億円
・圧縮後のB土地の譲渡益…20億円－16億円＝4億円
・A土地の圧縮額…取得価額25億円＞16億円∴16億円
・A土地の圧縮後の帳簿価額…25億円－16億円＝9億円

平成21 22年
取得土地

1,000万円
特別控除

先行取得の場合の
課税の特例

,



9月号 4

本
決
算
に
お
い
て
、
製
造
原

価
の
う
ち
に
申
告
期
限
が
到

来
し
て
い
な
い
事
業
所
税
を
未
払
計

上
し
た
場
合
に
は
損
金
算
入
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
取
扱
い
は

仮
決
算
に
よ
る
中
間
申
告
で
も
適
用

で
き
ま
す
か
。

適
用
で
き
ま
す
。

事
業
所
税
は
給
与
総
額
と
建

物
床
面
積
を
課
税
標
準
と
し
て
お

り
、費
用
と
収
益
の
対
応
を
考
慮
し
、

原
価
算
入
分
の
未
払
計
上
を
認
め
て

い
ま
す
。

仮
決
算
に
よ
る
中
間
申
告
は
期
首

か
ら
六
カ
月
の
期
間
を
一
事
業
年
度

と
み
な
し
て
所
得
計
算
を
す
る
こ
と

か
ら
、
本
決
算
同
様
に
こ
の
期
間
に

対
応
す
る
事
業
所
税
相
当
額
の
未
払

計
上
を
し
た
と
き
は
、
損
金
算
入
が

認
め
ら
れ
ま
す
。

裁判員に支給される旅費、
日当等に対する課税の取扱い

本年５月より開始している裁判員制度
ですが、選任された裁判員等に支給され
る旅費、日当、宿泊料に対する課税は以
下のように取り扱われます。
裁判員等に対して支給される旅費、日

当等については、その合計額が雑所得に
係る総収入金額となり、実際に負担した
旅費、宿泊料、その他出頭するのに直接
要した費用の額の合計額が雑所得の金額
の計算上必要経費に算入されます。
ちなみに、給与を１か所から受けてい

るサラリーマンの方（収入金額が２千万
円以下）で給与所得、退職所得以外の各
種の所得金額の合計額が20万円以下の場
合、もともと確定申告をする必要はあり
ませんので、裁判員等による雑所得等が
20万円を超えない限り、従来通り年末調
整により課税関係が終了し、あえて確定
申告をする必要はありません。

個人が上場株式等に係る
配当を受けた場合

現在、上場株式等に係る配当所得の課税
については、次のような選択が可能となっ
ています。
① 総合課税または申告分離課税により
確定申告をすること。
② 確定申告不要制度により確定申告を
しないこと。
総合課税とは、給与所得などの他の所得

と合算して各人の所得金額に応じて５％か
ら40％の累進税率で所得税を計算する方法
です。総合課税の場合、一定の場合を除き
配当控除の適用を受けることができます。
申告分離課税とは、給与所得などの他の

所得とは分離して、配当所得（大口株主等
が受けるものを除く）のみに対して所得税
７％（地方税３％）の税率により所得税を
計算する方法です。
平成21年分以後の所得税の確定申告で

は、申告分離課税を選択した場合、申告し
た上場株式等に係る配当所得の金額から上
場株式等に係る譲渡損失の金額を控除する
ことができることとなりました。
つまり、上場株式等に係る配当所得と譲

渡損失の損益通算が可能となり、配当所得
につき源泉徴収された所得税を精算するこ
とができるのです。
また、平成22年分からは一定の手続きを

とることにより、特定口座内での配当と譲
渡損失の損益通算が可能となります。
確定申告不要制度とは、大口株主等が受

ける配当を除いては、その配当所得につい
て確定申告自体をしなくてもいいというも
のです。
いずれの方法を選択するかは各人の任意

ですので、上場株式等に係る配当を受け、
売買による譲渡損失があるなどの場合には
とるべき選択により税負担が変わってきま
すので、総合的にとらえ、過大な税負担と
ならないようにしましょう。

答 問 仮
決
算
に
よ
る
中
間
申
告
に
か
か
る
未
払
事
業
所
税




